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峡 東 都 市 計 画 地 区 計 画 の 決 定 （ 石 和 町 決 定 ） 

 

都市計画石和市部通り地区地区計画を次のように決定する。 

 

イ．地区の整備方針 

 

名     称 石和町市部通り地区地区計画 

位     置 石和市部通り地区内 

面     積 約３．１６ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

本地区は、都市計画道路石和市部通り線に沿って東西約９５０ｍに繋がる沿道

型商業地域であり、古くから甲州街道の宿場町として栄え、石和をはじめ峡東地

域における商業の中心地であり、賑わいの場であったが、近年、地域における社

会経済状況の変化により過去の賑わいを失いつつある。 

 そのため、地区計画を作成して適切な建築物の規制・誘導を行い、調和と魅力

あるまちなみの形成を図り、“市部通り整備推進事業”と併せて生活サービス機

能豊かな“まちづくりの拠点”となる中心市街地“市部”の再生を目指すことを

地区計画の目標とする。 

土地利用の方針 

 生活サービス機能豊かな市部通りの再生を目指し、３つのキーワード…‘賑わ

いの再生’・‘商店街の再生’・‘住民意識の再生’に寄与できるよう、次のような

土地利用を行う。 

・個性的で魅力ある店舗が繋がるまちなみを創出する。 

・象徴的な建物や地域の個性を生かし、歩いて楽しいまちなみを創出する。 

・観光ネットワークを形成できる歩行空間を創出する。 

  日常的なイベントの開催、商店街の情報システム化、後継者を育てる都市空

間を創出する。 

地区施設の整備方針 

 本地区は、都市計画道路である石和市部通り線沿道部にあるため、地区施設の

整備は計画していない。しかし、市部通り整備推進事業により車道と歩道の整備

が一体的に行われるため、これらの都市計画道路機能をより有効に活用できるよ

う、道路空間と調和した宅地空間の整備につとめることをもって地区施設の整備

方針とする。 

建築物等の整備方針 

 歩いて楽しい、調和と魅力あるまちなみ景観の形成を図ることを目的とし、建

築物の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の形態・

意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を行う。 
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ロ．地区の整備計画 

 

地
区
整
備
計
画 

地 区 の 面 積  約３．１６ｈａ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の用途の制

限 

 良好なまちなみと住環境の形成と周囲の景観との調和を図るため、次に揚

げる建築物は建築してはならない。 

 1．風俗営業等の規制及び業務の適正等に関する法律第 2条 6項 1号及び

2号に規定する「店舗型性風俗特殊営業」の用に供するもの 

 2．畜舎 

 3．倉庫業を営む倉庫 

 4．自動車教習所 

建築物の高さの 

最高限度 

 まちなみが調和した魅力ある沿道空間の形成を図るため、都市計画道路石

和市部通り線（以下「市部通り」という。）の道路境界から 8ｍまでに位置

する建築物は地盤面から高さ 12ｍ以下とし、かつ 3階建て以下とする。 

壁面の位置の制限 

 調和とゆとり、賑わいのあるまちなみの形成を図るため、市部通りに面す

る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から市部通りの道路境界までの距

離は 1ｍ以上とする。 

 ただし、交差点に面する隅切の部分及び前面道路高より 2.5ｍを超える部

分においてはこの限りではない。 

建築物の形態又は 

意匠の制限 

まちなみの調和を図るため、建築物の屋根又は外壁の基調色はけばけばし

い色とせず、できるだけ落ち着いた色彩とする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

 ゆとりあるまちなみの形成を図るため、壁面の位置の制限をした部分に垣

又はさくは設置してはならない。 

「区域は計画図表示のとおり」 

理由 

 当地区は、都市計画道路石和市部通り線に沿って東西約 950ｍにつながる沿道型商業地域であり、用途地域 

は近隣商業地域の為、かなり幅広い用途の建築物の建設が可能であります。しかしながら、調和と魅力あるま 

ちづくりを進めていく上で、都市計画法と建築基準法だけでは、細部に手の届かない部分がいくつかあり、そ 

れらについては地区住民がみずからの手でまちづくりを進めていかなければならないものである。このことか 

ら、この地区計画を導入して、個性のあるより良いまちづくりを目指すものである。 
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・歩行空間が確保でき、店先の雰囲気が良くなります。 ・軒下空間にゆとりがあると、人が立ち止まりやすく 

 なります。 

更に後退し、広場として 

後退部 

1ｍ以上 道路 

後退部 

1ｍ以上 道路 

 

③ 壁面後退部のイメージ 

店先の一部として 

後退部 

1ｍ以上 
 道路 

・より大きく後退し、その場所に花やベンチを置くと、 

気持ちの良い休憩スペースが生まれ、人が集まりやすくなります。 
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隣接するお店の人たち

で相談する。 

現地で仮看板を作り 

  検証する。 

実物を設置する。 

看板が調和した 

まちなみが広がる。 
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 笛吹市は周辺に豊富な自然景観をもっています。これらの緑を大切

にするのは勿論ですが、市街地の景観も周囲の景観と調和し、安らぎ

と潤いある美しいまちなみとなるように緑化をすすめましょう。 

 

また、すでにある緑を大切にし、宅地内はできるかぎり緑化しま 

しょう。 



   ●届出から工事着手まで 

 

 

                                   ※まちづくり整備課へ 

                                          

 

                                   ※まちづくり整備課へ 

                                      工事着手予定の３０日前までに提出 

        

                                          

                                                【適合していない場合の審査】 

                                                  別頁参照 

      

                                      まちづくりルールに 

                                           適合していないもの 

    まちづくりルールに適合しているもの 

                  

                  

                                                                     

                                                               

 

       

                                   

                                              

               建築確認が 

                必要なもの 

                                            

  ※まちづくり整備課へ 

                                                    

事前協議 

 

届 出① 

 

設計変更等 

適合通知書の交付 

建築確認申請③ 

確 認 

工 事 着 手 

審 査② 設計変更等の 

勧告・お願い 
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      都市計画法第５８条の２第１項の規定により、地区計画区域内において次の４つの行為を行なう場合は届 

     出が必要になります。 

       ① 土地の区画形質の変更 

       ② 建築物の建築又は工作物の建設 

       ③ 建築物等の用途の変更 

 （用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限に適合しないこととなる場合） 

       ④ 建築物等の形態又は意匠の変更 

      また、上記の他に建築確認申請が必要となる建築物の増築、改築、移転又は工作物の改築をする場合に 

     も届出が必要になります。 

      なお、この届出と同時にまちづくりルールのチェックリストも提出していただきます。 

 

  提出時期 … （１）工事着手予定の３０日前 

          （２）建築確認申請書提出前 

 

  提出書類 … （１）地区計画区域内における行為の届出書 

          （２）まちづくりルールのチェックリスト 

          （３）図面一式 

 

提 出 先 … 笛吹市役所建設部まちづくり整備課 

 

  提出部数 … 正本１部、副本１部の計２部 

 

 《届出に必要な添付図面》 

行為の種別 図 面 備 考 

①土地の区画形質の変更 
付 近 見 取 図 （注） 

配置図…外壁後退距離、垣又はさくの計画、緑化計画 

    等を記入すること。 

 

立面図…外壁、屋根等の一部に色等を表示すること。 

    また、最高高さを表示すること。 

 

縮尺…1/100以上（付近見取図は適宜） 

計 画 図 

②建築物の建築又は工作物の建設 

③建物等の用途の変更 

付 近 見 取 図 

配 置 図 

立 面 図 

各 階 平 面 図 

④建築物、工作物の意匠の変更 

付 近 見 取 図 

配 置 図 

立 面 図 

上記図書のほかに、必要に応じて参考となる資料を提出していただくこともあります。 

※届出の行為（設計又は施工方法）を変更した場合には、変更届出書（添付図書を含む）を提出して下さい。 

  【既存不適格建築物】 

   既存不適格建築物については、不適格建築物の増築、改築及び移転をするときはまちづくりルールが適用されます。 
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①届出 



 

 

 

   笛吹市は、提出された届出書類の内容を市部通り地区のまちづくりルールに適合しているか否かを審査します。 

   適合している場合は、申請者に適合通知書を交付しますので、建築確認申請を行なって下さい。適合していな 

い場合は下図のとおり審査されます。 

     【適合していない場合の審査】 

 

                         

                                      

 

                        ①市部通り整備推進協議会の役員及びブロック長 

   からルールを守るようお願いいたします。    

                                    

                        ②石和町まちづくり審査会へ付議し、まちづくりの 

                         観点から意見をいただきます。  

                                                                         

                        ③必要があれば、笛吹市都市計画審議会の意見 

                         もいただきます。   

                                                                         

  

                        ④いただいた意見を参考に、設計変更等の『お願い』 

又は『勧告』をします。 

 

                                       

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法第６条１項の規定に基づき、建築主事の確認を受けます。特定行政庁は山梨県となります。 

 

 

18 

③建築確認申請 

②審査 

笛吹市まちづくり整備課 

笛吹市都市計画審議会③ 

設計変更等の『お願い』・『勧告』 

設計の変更等 

適合通知書の交付⑤ 

石和町まちづくり審査会② 

市部通り整備推進協議会① 

笛 吹 市④ 


